
尾崎白浜地区
地権者連絡会・復興まちづくり協議会

平成25年7月23日(火)
19:00～20:30



次 第

１．市長からの挨拶

２．最新の土地利用計画

３．災害危険区域の設定について

４．住宅再建支援制度について

５．私的整理ガイドラインについて

６．意見交換



２．最新の土地利用計画
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本日の議題

・土地利用計画図の提示

・今後のスケジュール

・災害危険区域の指定について
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地権者連絡会での主な意見

①用地買収について

・市が買収する土地の面積は？
・市は土地を強制的に買収するのか？

・皆様に御協力頂いた境界立会の結果、確定した面積で買収
を行います。

・強制的に買収は致しません。皆様のご了解を得ての買収と
なります。
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地権者連絡会での主な意見

②用地買収の対象地について

・市が買収する土地の対象は？

・市が造成地として検討している場所にある土地。
(全体を買収する土地と、一部買収する土地に分かれます)

・災害危険区域内にある土地で、震災時に家があり居住して
いた土地。 (土地全体を買収します)

※災害危険区域については後ほど説明いたします 6



地権者連絡会で提示した案

③公営住宅の整備

②避難路として活用

①浸水しない高さでの住宅地整備
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検討中の土地利用計画図

①住宅地の整備

③公営住宅の整備 (旧尾崎小学校)

尾崎神社

商店

②避難路として活用

②避難路として活用
②避難階段設置

漁協
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検討中の土地利用計画図(拡大図)

①住宅地の整備

尾崎神社

漁協

ドコモ電波塔

②避難路として活用

②避難階段設置
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進
事
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漁
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落
防
災
強
化
事
業

合意形成

調査・測量・設計 24.3～25.7

復興公営住宅
25.6～26.9

土地価格算定・用地買収
25.7～26.7

事業実施スケジュール（案）【尾崎白浜】 ※進捗状況に応じて前後します。

埋蔵文化財調査 25.10～25.12

現在

不動産鑑定(標準地) 24.8～25.3

防集事業計画の大臣同意24.9～24.10

住宅地等造成工事 26.4～27.9

詳細設計 25.10～26.3
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３．災害危険区域の設定について
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災害危険区域とは

• 津波等の自然災害から市民の生命を守るた
めに、居住の用に供する建築物の建築を制
限する区域です

• 平成24年12月22日に「釜石市災害危険区域
に関する条例」が公布されました

• 災害危険区域の具体的な区域は、今後、告
示により指定します
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対象区域

【第1種区域】
想定津波が発生した場合、防潮堤など津波を防ぐことを目

的として整備される施設の整備後も浸水が想定されるため、住
宅、寄宿舎、長屋、共同住宅等居住の用に供する建築物の建
築を禁止する区域

【第2種区域】
想定津波が発生した場合、防浪施設の整備後も浸水が想

定される区域であるが、避難施設の整備など安全が担保され
たうえで土地利用の観点から居住の用に供する建築物の建築
を許容する区域
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規制の対象

• 居住の用に供する建築物の建築を規制の対
象とします

¾ 住宅、寄宿舎、長屋、共同住宅が該当します

¾ 住宅には兼用住宅も含まれます

• 店舗、倉庫、事務所、工場などの居住の用に
供する建築物以外は、規制の対象外です
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浸水が想定される区域の設定

• 国土交通省作成の手引きに準拠した「津波
浸水シミュレーション」により浸水が想定され
る区域を設定します

• 津波浸水シミュレーションの条件
–津波は東日本大震災津波相当の最大級の津波
–地形は、盛土かさ上げが完了した復興後の状態
–防潮堤が整備された状態
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災害危険区域について

浸水が想定される範囲のため住宅としての利用はできません
(災害危険区域に指定する予定)

尾崎神社

漁協

ドコモ電波塔
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４．住宅再建支援制度について
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住宅を再建する際の支援制度
～これまでの制度～

●被災者生活再建支援制度（加算支援金）（国）
【支給額】最大200万円

●被災者住宅再建支援事業（県）
【補助額】最大100万円

●釜石市単独被災者住宅再建支援事業補助金（市）
【補助額】最大50万円
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• 災害復興住宅新築等工事助成事業
（通称：新築バリアフリー補助金）

【補助額】最大90万円
・住宅が全壊又は半壊以上で解体した世帯の方が
市内に住宅を建設・購入し、高齢者等配慮対策
等級３以上の基準を満たす住宅の場合に補助し
ます。
・75㎡未満：40万円 ・75～120㎡未満：60万円

・120㎡以上：90万円
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• 災害復興住宅新築等工事助成事業
（通称：県産材補助金）

【補助額】最大40万円
・住宅が全壊又は半壊以上で解体した世帯の方
が市内に住宅を建設・購入し、岩手県産材の使
用量に応じて補助します。
・10～20㎥未満：20万円 ・20～30㎥未満：30万円

・30㎥以上：40万円
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防災集団移転促進事業及び
がけ地近接等移転事業で再建する場合

●利子補給制度

【補助額】最大708万円

●住宅の建設・購入に要する資金を金融機関等
から借入した場合、借入金利子相当の利息分を
一括して支給します。

【限度額】
・建物：444万円 ・土地購入：206万円

・敷地造成：58万円
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防災集団移転促進事業及び
がけ地近接等移転事業で再建する場合

●除却等費補助金

【補助額】最大78万円

●住居の移転に伴う引っ越し費用や従前住宅の
取り壊し費用を補助します。
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今回拡充した制度

●釜石市単独被災者住宅再建支援事業補助金

【補助額】最大50万円→最大100万円に拡充

●住宅が全壊又は半壊以上で解体した世帯の方
が市内に住宅を建設・購入する（した）場合
に補助します。

●複数世帯の場合100万円、単身世帯75万円
※・災害公営住宅に入居した世帯は対象外。

・被災時に遡って適用。

・既に補助金を受領している方は差額を支給。
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今回拡充した制度

・釜石産木材活用住宅推進事業

【補助額】最大100万円

釜石産木材を利用して住宅を新築する場合、
木材の使用量に応じて助成します。
・10～20㎥未満：50万円 ・20～30㎥未満：75万円

・30㎥以上：100万円

※・県産材の補助を受けていても、重複して補助を

受けることができます。
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モデルケース①

●防災集団移転促進事業で高台移転された方が、
スクラムかみへい住宅で約30坪（1,050万円）の住
宅を再建する場合

補助金総額：565万円

残額485万円(全額を20年ローンにした場合、
その利息分82万円を補助)
※利息は、防災集団移転促進事業の補助金が適用となります。

市産材21㎥、バリアフリー住宅
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モデルケース②

●災害危険区域内で被災した方が事業区域外に土
地を1,000万円で購入し、スクラムかみへい住宅で
約30坪（1,050万円）の住宅を再建する場合

補助金総額：565万円

残額1,485万円(全額を20年ローンにした場合、
その利息分251万円を補助)
※利息は、がけ地近接等危険住宅移転事業の補助金が適用とな
ります。

市産材21㎥、バリアフリー住宅

26



対象 防災集団移転促進事業
がけ地近接等危険住宅

移転事業
その他

床面積合計 約30坪 約48坪 約30坪 約48坪 約30坪 約48坪

住宅再建費用 A
（税込価格）

1,050万円 2,228万円
土地：1,000万円
建物：1,050万円

土地：1,000万円
建物：2,228万円

1,050万円 2,228万円

諸条件
市産材
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ

市産材21㎥
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ

市産材33㎥
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ

市産材21㎥
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ

市産材33㎥
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ

市産材21㎥
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ

市産材33㎥
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ

生活再建支援金（加算支援金）

400万円住宅再建支援補助金

市単独住宅再建補助金

新築工事等
補助金

県産材 30万円 40万円 30万円 40万円 30万円 40万円

バリアフリー 60万円 90万円 60万円 90万円 60万円 90万円

市産材活用 補助金 75万円 100万円 75万円 100万円 75万円 100万円

小計 B 565万円 630万円 565万円 630万円 565万円 630万円

ローン借入額 A－B 485万円 1,598万円 1,485万円 2,598万円 485万円 1,598万円

借入期間 20年 20年 20年 30年 20年 20年

毎月返済額 23,628円 77,848円 72,343円 90,915円 23,628円 77,848円

ローン利息額合計 82万円 270万円 251万円 674万円 82万円 270万円

利子補給 補助金 C 82万円 270万円 251万円 674万円 82万円 250万円

補助金合計 B＋C 647万円 900万円 816万円 1304万円 647万円 880万円

補助金モデルケース（「スクラムかみへい」にて建築の場合）
【モデルケース①】 【モデルケース②】
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５．私的整理ガイドラインについて
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６．意見交換
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